
簡素で効率的な政府を実現する観点から、資

産・債務改革は重要な課題であり、庁舎や公務

員宿舎（以下「宿舎」という。）といった国有

財産の有効活用はその一つの柱となるものであ

る。

こうした中、６月15日に、国有財産の有効活

用に関する検討・フォローアップ有識者会議

（座長：伊藤滋早稲田大学特命教授）が「国有

財産の有効活用に関する報告書－庁舎・宿舎の

有効活用のための基本戦略と具体的方策」をと

りまとめ、尾身財務大臣に報告した。

今回の報告書では、東京23区内の庁舎と全国

の宿舎を集約化するため、個々の庁舎や宿舎の

廃止・移転や建替え等についての計画が、移

転・再配置計画として策定されている。

この計画により、東京23区内で73ha、全国

では382haに及ぶ土地が、新たに有効活用でき

る土地として捻出される予定であり、その売却

収入の目安は約１兆6,400億円と見込まれてい

る。

本稿では、この報告書の概要について紹介す

ることとしたい。なお、文中意見にわたる部分

は、筆者の個人的見解であり、有識者会議又は

財務省の見解とは関係がないことをご了解願い

たい。

１．東京23区内の庁舎

⑴ 移転・再配置計画の概要

東京23区内の庁舎については、昨年８月より、

339件全ての庁舎について詳細な情報を開示し

た上で、現地視察や省庁・民間ヒアリングを行

うなど、精力的な検討が進められてきた。

その上で、財政健全化への貢献を第一としつ

つ、有効活用の一環として、危機管理能力の強

化や、環境・まちづくり・景観への配慮等を行

うことにより、社会全体の活力や安全性の向上

を図ることを基本として、移転・再配置計画が

「国有財産の有効活用に関する
報告書」について

理財局国有財産調整課

課長補佐 吉田 武司

伊藤滋座長から尾身財務大臣へ

報告書を手交（平成19年６月15日）
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策定されている。

今回の計画では、霞が関の有効活用、大手町

等に所在する庁舎の移転、省庁別に保有する会

議室・研修所・倉庫等の廃止・集約化が大きな

柱となっている。

⑵ 霞が関：財務省と内閣府の庁舎を高

層の合同庁舎に【 資料１参照】

霞が関については、まず、霞が関のまちづく

りのビジョンと基本戦略として、①財政健全化

への貢献と②霞が関の都市再生が設定されてい

る。

まちづくりのビジョンと基本戦略

① 財政健全化への貢献

霞が関は、未利用の容積を活用して庁舎を高

層合同庁舎化し、霞が関以外にある中央省庁等

の庁舎の集約地として有効活用し、一連の庁舎

の移転・再配置のプロセスの中で生じる大手町

等の土地を処分することで財政健全化に貢献す

る。

② 霞が関の都市再生

財政健全化への貢献を第一としつつ、環境に

配慮したまちづくり、危機に強く安全なまちづ

くり、美しく魅力のあるまちづくりを基本とし

て、霞が関の都市再生を進める。

具体的には、霞が関において新たに整備する

庁舎については最新鋭の環境対応型の庁舎にす

ることや、危機管理の拠点として必要な耐震性

や非常用電源等の基礎資源を備えた庁舎にする

ことが提言されているほか、霞が関のまち全体

について、皇居やお濠、国会議事堂をはじめと

する周辺の景観と調和し、品格のある中央官庁

街にすべきことが提言されている。

具体的方針

このまちづくりビジョンと基本戦略を実現す

るため、現行の未利用の容積を最大限に活用す

ることを基本とし、行政府ブロックの容積率の

取扱いについて、現行容積率（500％）設定時

からの状況変化等を踏まえ、早期の見直しに向

けて、東京都や千代田区等と協議することとさ

れている。

また、当面の再開発の対象としては、危機管

理能力の強化や土地の経済的な有効活用を進め

るといった観点から、耐震性の低い庁舎や未利

用の容積のある街区に存在する庁舎が適当とさ

れており、具体的には、内閣府（講堂等）と財

務省について、以下の考え方の下、高層合同庁

舎化することが提言されている。

〔内閣府（講堂等）〕

内閣府の付属棟（講堂等）の建替えに早期

に着手。

景観に配慮して、高さを国会議事堂の高

さ に抑え、現行容積率（500％）の範囲内

で高層合同庁舎化。

新庁舎は、内閣府の集約化を基本とし、内

閣府の分散解消を図る。

〔財務省〕

容積率の取扱いについての協議の結果を踏

現行容積率が設定された昭和39年１月時点で霞

が関を通過していたのは銀座線及び丸の内線であ

り、その後、日比谷線、千代田線及び有楽町線が

通過するようになった。また、IT化の進展に伴

い、OA機器の普及等により一人当たりの執務ス

ペースが増加しており、例えば、都心３区の一人

当たり事務所床面積は、21.5㎡/人（1990年）か

ら28.5㎡/人（1995年）と約３割増となっている

（「東京都市白書」〔平成12年４月東京都〕）

国会議事堂の高さは65m。
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まえ、高層合同庁舎化。

新合同庁舎には、現在の入居官署に加え、

海上保安庁海洋情報部や総務省統計局等を集

約化。

⑶ 大手町：庁舎を移転し、跡地を捻出

【 資料１参照】

大手町については、跡地の資産価値を最大に

するため、東京国税局などが入居する大手町合

同庁舎第３号館と気象庁の敷地をまとめて余剰

地として捻出することを目指すとされている。

このため、東京国税局は、現在海上保安庁海

洋情報部が所在する築地の敷地に移転するとと

もに、気象庁については、情報処理システム等

を、順次、清瀬市等に移転した上で、それ以外

の主要部分を虎ノ門の公有地 に移転すること

とされている。

なお、移転によって捻出される庁舎跡地（約

2.4万㎡）の具体的な処分方法については、今

後の検討課題とされている。

⑷ 各種庁舎・会議室・研修所・書庫・

倉庫等：廃止もしくは集約化【 資料

２、３参照】

東京23区内にある分室や会議室といった庁舎

の中には、年間稼動実績が低く、有効活用され

ていないものもある。今回、こうした庁舎につ

いては徹底的に洗い出しを行い、廃止すること

とされた。この結果、35箇所の庁舎が廃止する

こととされている。

また、研修所や書庫・倉庫は、各省庁がばら

ばらに保有しているのが現在の実状であるが、

こうした施設については、効率的な運用を図る

ため、共同の施設に集約することとされている。

例えば、人事院、総務省、財務省、厚生労働

省が個々に所有する研修所は西ヶ原に新設する

共同研修所に集約することとされている。また、

国税庁、文部科学省、総務省が個々に保有する

書庫・倉庫等は大井に新設する共同倉庫に集約

することとされている。

更には、税務署や法務局出張所等、地域に密

着したサービスを提供する庁舎については、合

築を行い、ワンストップサービスによる利用者

利便の向上を図ることとされている。

こうした集約化の結果、31箇所の跡地を捻出

することとされている。

２．全国の宿舎

【資料５、６参照】

⑴ 概要

宿舎については、東京23区内の宿舎について、

既に昨年６月に、約0.5兆円の売却収入の目安

が見込める移転・再配置計画が策定済みである。

従って、今回の有識者会議においては、東京23

区外の宿舎を中心として有効活用に向けた検討

が行われた。その際には、各財務局に地方有識

者会議を設置し、地域の実情を踏まえた検討が

行われたところである。こうした検討を受け、

今回の報告書においては、東京23区外の宿舎に

ついて、新たに移転・再配置計画が策定された。

また、東京23区内の宿舎についても所要の改訂

が行われたところである。

⑵ 東京23区外の宿舎

東京23区外の宿舎については、政令指定都市

や財務局所在都市等全国11の地域（90市町）に

所在する宿舎1,014箇所を対象として、移転・

再配置計画の検討が行われた。

その上で、検討対象の宿舎について、以下の

その際には、地方公共団体の施設との一体開発

により、地域のまちづくりに貢献することも考え

られる。

ファイナンス 2007．712



基準により廃止対象宿舎を選定し、移転・再配

置計画が策定された。

〔宿舎廃止基準〕

① 土地の有効活用が図られていない宿舎

法定容積率に対する利用率が５割未満の宿舎

は原則として廃止。

② 小規模宿舎（1,000㎡未満）

合同化、集約化を図ることに適さない小規模

敷地（1,000㎡未満）に所在する宿舎は原則

として廃止。

③ 老朽化した宿舎

平成27年度末までに耐用年数を迎える宿舎

（RC造で40年）は、順次廃止。

④ その他都市再生等への活用が考えられる土

地に所在する宿舎

都市再生等の観点から、特に別の用途に供す

ることが適当な場所にある宿舎は、上記の基

準に関わらず廃止。

本計画により、検討対象地域内の宿舎1,014

箇所（平成18年９月現在）が、平成27年度末ま

でに、377箇所に削減されることとされており、

309haの土地が新たに有効活用できる土地とし

て捻出されることになる。こうした土地につい

ては、まちづくりに活用され、地域の活性化に

つながることも期待されるところである。

⑶ 東京23区内の宿舎

東京23区内の宿舎については、昨年６月に策

定された移転・再配置計画において移転困難と

されていた宿舎のうち、今回の庁舎の検討の中

で廃止されることとなった庁舎と合築している

宿舎等が、新たに廃止宿舎として追加されてい

る。

また、司法府が維持管理する宿舎についても、

新たに移転・再配置計画の対象に追加されるこ

ととなった。

これらにより、東京23区内の宿舎360箇所

（平成18年１月現在）が、平成27年度までに

112箇所に削減されることとなる。

３．今後の課題

今回の報告書により、昨年から取り組んでき

た庁舎や宿舎の国有財産の見直しは、検討段階

から実行段階へと移行していく。

今後は、計画の着実な実施に向けた取組を更

に強化していくこととしている。

また、今回の移転・再配置により大量に捻出

される跡地の有効活用策も重要な検討課題とな

る。その際には、まず、法令に則り公正かつ透

明な手続の下で実施されることが重要となろう。

その上で、財政健全化への貢献の観点から、

これらの土地をできるだけ高い価格で売却する

とともに、これらの土地が国民共通の貴重な財

産であることを踏まえると、国民の社会厚生の

向上に寄与する観点から、環境・景観に配慮し、

まちづくりに活用するなど効果的な活用方策を

検討することが重要な課題となろう。

今後は、引き続き、こうした観点から、跡地

の有効活用に向けた具体策の検討を行っていく

予定である。
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資料１：主要庁舎（霞が関・大手町等）の移転・再配置のイメージ

資料２：研修所の移転・再配置のイメージ
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資料３：共同倉庫、王子税務署等の移転・再配置のイメージ

資料４：新たに有効活用できる土地として捻出される庁舎敷地一覧（建替用地を除き66箇所、20ha)
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資料５：東京23区外の廃止予定宿舎一覧

東京23区外の廃止予定宿舎一覧（637箇所、309ha)

以下の基準に該当する宿舎は原則廃止。
①土地の有効活用が図られていない（容積率利用率50％未満）宿舎
②小規模（1,000㎡未満）宿舎
③老朽化した宿舎
④その他都市再生等への活用が考えられる土地に所在する宿舎

財務局箇所 面積
（ha）

都道府県名 廃止予定宿舎

北円山 南14条西19丁目 南16条 南９条 南８条 桑園 双子山 北12条 南20条職員気象台構内南14条 北７条 北７条西25丁目 南14条西16丁目 北12条
南20条職員南20条職員南新川 幌北 札幌管制部独身寮 北28条 北27条寮 新生寮 新生寮 平岸１条５丁目 平岸３区職員 平岸⑵ 平岸10丁目職員 中の島２条職員 中の島２条職員

北海道 59 29 北海道
水車町職員水車町職員水車町 水車町 水車町寮 水車町寮 平岸１区職員 平岸１区職員 平岸１区職員 平岸１区職員 平岸⑵ 平岸⑵ 平岸⑵ 24軒⑶ 24軒⑶
24軒⑶ 24軒職員 琴似 24軒⑴ 24軒⑴ 24軒⑴ 24軒⑴ 24軒⑷ 等

東北 22 ９ 宮城県 角五郎 角五郎独身東丁 角五郎 中江 仙台錦町 宮町 連坊 長町第二 鍋田 本松独身広瀬 向山 等
神奈川寮 子安台 新子安 南原 戸部 紅葉坂 西戸部 老松 西戸部 野毛山 千代崎 山手 根岸台 中村町 大岡
三春台 稲荷山 でいき第２富岡 平潟 室の木 室の木第二金沢 景 六浦 室の木 菊名 吉田町 三王山 港南 藤ヶ沢⑴

神奈川県
藤ヶ沢⑵ 港南台⑵ 港南台 港南台 港南台 港南台 港南台 三ツ境 南小菅ヶ谷大船 戸塚寮第一・

戸塚寮第二 青葉台 美しが丘 今井西町 矢上

南加瀬 蟹ヶ谷 蟹ヶ谷 梶ヶ谷 中野島 等
弁天 長作 作草部 稲毛 園生 第３轟 轟 天台 轟 稲毛 幸町 行徳 宮本 東船橋第一東船橋第二
船橋合同 船橋 高根木戸 船橋行田 二和 薬園台 船橋職員 東船橋 船橋 東船橋 船橋第二合同 船橋合同 松戸職員 松戸 大金平

千葉県 馬橋第二 馬橋第一 松戸 胡録台 胡録台 清志町第二大金平 西馬橋 北小金 習志野 習志野第２東習志野１東習志野２津田沼２号泉
津田沼 柏 柏 柏中央 柏富里 旭町

等
関東 236 148

大宮⑴ 大宮⑵ 大宮第２ 大宮盆栽 大宮第２日進 北大宮 寿能 大宮 小深作 大和田 岸町第一 岸町第二 常盤第３ 常盤 浦和下木崎
浦和文蔵 浦和 浦和 浦和 浦和 岩槻 川越 川越 西川口 川口 東川口 所沢職員 新所沢 新所沢 新所沢

埼玉県
草加 旭町 草加合同（みどり寮）朝霞 春日部 上尾 戸田 笹目

等
王子 農林水産研修所 王子台 立川職員 西久保 吉祥寺南 武蔵境 武蔵境 吉祥寺 三鷹第２ 牟礼 三鷹 府中第２ 昭島職員 昭島

東京都 昭島 昭島第２ 調布 国分寺 小金井 小平 小川 萩山独身寮村山第１ 萩山 村山第２ むさしの 国立 国分寺 清瀬
東久留米 久留米 東久留米第２⑵ 田無独身 等
吾妻１丁目吾妻３丁目吾妻３丁目吾妻３丁目竹園２丁目竹園３丁目竹園３丁目竹園３丁目並木２丁目並木３丁目並木３丁目並木３丁目並木４丁目並木４丁目松代４丁目

茨城県
松代５丁目松代５丁目松代５丁目

北陸 ８ ２ 石川県 平和B⑴ 平和C 山科町第ニ本多町 富樫 城南 第二平和寮泉本町第三・共同 等
鹿子殿第２
（１号棟） 若竹町 鹿子殿第２

（２,３号棟）向陽荘 愛宕寮 萱場 萱場寮 鹿子殿第２
（４～６号棟）千種西（6号棟） 橦木 徳川町 成願寺町 名城９号棟城北（9～16号棟） 代

東海 57 19 愛知県 岩塚寮 清水 清水 雲町 天池寮 狭間町 萩山 佐渡町 打出 港陽 港明町 築地口 浜町 真砂町 第１港陽町
第２港陽町名古屋独身寮 駈上独身寮小幡寮 小幡 守山 小幡寮 元補 池上台 鳴子 大廻間 大廻間寮 西里第２ 猪高 猪高寮
上菅 名東 事 黒石 等
西寮 弁天 弁天 勝山 阿倍野 阿倍野第２北畠 北畠 住吉 今川 鷹合 喜連 木ノ本 竜造寺 いずみ寮
浅香寮 陵北寮 堺第２ 堺第３ 浜寺寮 陵北寮 津久野 つくの寮 泉ヶ丘 待兼山 空港第１ 五月丘１丁目 五月丘３丁目 石橋寮 石橋寮

大阪府 空港 日吉台 高槻 大蔵司職員中宮寮 楠葉 香里（12～17号棟）北ヶ丘 くずは 香里（1号棟）香里（1号棟）香里ヶ丘独身寮 楠葉 禁野 中振職員
星ヶ丘 御殿山⑵ 星ヶ丘 香里ヶ丘 中宮職員 香里職員 尾 志紀 志紀 寝屋川公務員 幸町

等
近畿 128 61

衣笠 桃山第２ 藤ノ森（３
～８号棟）深草寮 墨染 深草寮

藤ノ森（９
～14号棟）桃山 大亀谷 関西支所公務員 大亀谷 桂 向日寮 桃山東（1～10号棟）桃山東（11

～15号棟）京都府
等

本山 赤塚山 本山 魚崎 深江職員 北落合 須磨 舞子第２ 霞ヶ丘 垂水寮 清水谷職員垂水白雲寮垂水 上王居殿職員 上王居殿
兵庫県 神戸有野寮五葉寮 下山手 山本通 山手寮 山手 伊川谷 伊川谷 尼崎 東園田職員東園田その１ 東園田その２ 上甲東園職員 浜甲子園 南甲子園

武庫川寮 甲子園職員甲子園寮 鳴尾第二 松園町職員鳴尾第一 打出浜職員伊丹（22～25号棟） 等
局長 白島 白島 吉島 吉島 太田川 天水 天水 二葉 天水 宮の下 神田山 牛田 牛田共同 第二牛田

早稲田 第二天水 比治山第二御幸 第二御幸・
第三御幸 翠町 東雲南 東雲南RC 皆実町 蟹屋 比治山第二宇品東 己斐 長束 大芝

中国 61 20 広島県
大芝 大芝第２ 大芝第２ 大芝第五 大芝第四 小河内町 小河内町 南下安 南下安第二別所 船越町 船越RC 五日市 大野町

等
四国 16 ２ 香川県 紫雲寮 昭和町 中央 宮脇 内間 番町 昭和町第二幸町 花園第二 等
九州 ４ ３ 熊本県 大江 白川 銀杏寮 等

鋳物師 堺町寮 篠崎 中井 相生町 簀子 薬院 友泉 簀子 小笹 東薬院 平尾 唐人町 薬院 小笹台
福岡 46 16 福岡県

気象台 大手門 等
(注１）上記一覧のうち、 の宿舎は全部又は一部が建替用地となるものである。
(注２）上記の廃止される宿舎に東京23区内で廃止される宿舎（250箇所、53ha）を加えると、廃止される宿舎は880箇所、360ha程度となる。

琴似

東ヶ丘 東ヶ丘 でいき⑴ でいき⑵ でいき⑶ 大多良 港南台⑴ 宮崎台

市川 市川 二俣 市川 相模台 松戸 北小金 津田沼 津田沼
津田沼第３

与野第２ 与野 領家 北浦和第２ 北浦和 川口独身 狭山ヶ丘⑴
狭山ヶ丘⑵ 草加 草加

西調布 小金井 東久留米第２⑴

平和A 平和B⑵ 平和B⑶

千種東 千種西 萱場 白鳥 猪子石

千舟寮 大阪港湾 千舟 城東寮
城東寮 津雲台 新千里山 枚方（23～43号棟）

舞子 仁川（1～４号棟） 仁川（5～８号棟） 伊丹

牛田
第三牛田 第四牛田 第五牛田

茶山① 茶山②
斜体字
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資料６：東京23区内及び23区外の宿舎の移転・再配置計画
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